
令和７年９月 

大田区立小学校の保護者の皆様へ 

 

 

 

 

 

大田区では、これまで不登校児童・生徒の集団活動への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活改

善のための相談指導を行い、学校への復帰を支援する「つばさ教室」を開設したり、メンタルフレンドとの触

れ合いの活動の中で自主性及び社会性を伸ばしたりしてきました。 

これに加えて、令和３年４月 1 日より、様々な実態に配慮した特別な教育課程により、生徒が学ぶことと自

己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付け

られるよう、学びの多様化学校分教室「みらい学園中等部」を開室しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 大田区立御園中学校の分教室であり、在籍する生徒は御園中学校の生徒となります。 

〇 教科毎の教師による少人数での細やかな指導を行います。 

〇 生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必

要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、キャリア教育をメインに据えた

合科「キャリア教育」を実施します。 

〇 コミュニケーション能力の向上を図ることを目的としたソーシャルスキルトレーニングを充実

させます。 

〇 周りを気にせずに安心して登校できるよう、通常の学級の登校時間を避けて、遅い時刻を登校

時間とし、午前３単位時間、午後２単位時間の授業を行います。 

〇 自宅でのオンライン学習や放課後の個別学習などを推進し、確実な学習機会を設けます。 

〇 運動する機会が少ない実態を考慮して、毎日短時間での運動機会を設け、無理なく健康な体づ

くりができるようにします。 

〇 個々の学習状況にあわせた習熟度別指導、個々の実態に即した支援を行います。 

〇 分教室では、各教科等の指導や進路指導を充実させることで、上級学校への進学ができるよう

にサポートします。 

「みらい学園中等部」って、どんなところ？ 

入室までの流れ 

学びの多様化学校分教室 

１ 入室説明会(９月 10日）午後４時 みらい学園 
 入室を検討している児童の保護者は、みらい学園
中等部が行う入室説明会に参加する。 

５ 体験入室（10月～11月の中で５日間） 
 ５日間を目安にみらい学園中等部での体験入室を
行い、入室が適切かを判断する。入室を希望する際
は、学びの多様化学校本校校長と面談を行う。 

２ 体験入室希望票の提出（９月 19日在籍校必着） 

 入室を希望する児童の保護者は、在籍する学校を
通して、みらい学園中等部に「学びの多様化学校分
教室 体験入室希望票（新１年生用）」を提出する。 

※「体験入室希望票」等の入室に関する書類は、在籍校から 

お受け取り下さい。 

 

３ みらい学園中等部からの体験入室実施日の連絡 
 みらい学園中等部から体験入室の実施日、通学方
法や準備物について連絡を受ける。 

６ 分教室入室申請書を提出（12月 22日在籍校必着） 

 「学びの多様化学校分教室入室申請書」を在籍校
へ提出する。 

７ 大田区教育委員会分教室入退室検討委員会実施 
 分教室入退室検討委員会での、入室可否の検討結
果の連絡を受ける。（１月上旬） 

８ 御園中学校へ転学・入室 
 入室が決定した生徒の保護者は、御園中学校への
入学手続きを学務課で行う。 

４ 面接（実施するタイミングが、体験入室と前後する場合もあります。） 
 学びの多様化学校運営員、保護者、児童の三者面談を行

い、みらい学園中等部への入室への意志を確認する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）大田区立小学校に在籍している児童 

（２）心理的に不安の傾向があり、連続または継続して 30日以上欠席した不登校（病気又は経済的な

理由を除く）児童 

（３）大田区教育委員会分教室入退室検討委員会が適当と認めた児童 

※ 少人数による細やかな指導を行いますが、特別支援を目的とした教室ではありません。 

※ コミュニケーション能力の向上を意図し、話合い、学び合い活動を前提とした学習活動を行い

ます。 

「みらい学園中等部」の対象となる児童 

「みらい学園中等部」に関する Q&A 

「みらい学園中等部」までの順路 

 

Ｑ 通学は、どのようにすればいいのですか。 

Ａ 原則公共交通機関の利用（実費）か徒歩になります。 

Ｑ 給食は、出るのですか。 

Ａ 給食ではなく、御弁当を持参していただきます。 

Ｑ 標準服については、御園中学校のものを購入するのでしょうか。 

Ａ 御園中学校の標準服を着用することが基本ですが、それぞれのお子さんの御事情に合わせて、

配慮いたします。 

Ｑ みらい学園中等部の入室が認められなかったときは、どうすればよいのですか。 

Ａ お子さんが学ぶ場として適切と思われる学習環境が措置されるように、関係機関と連携し、本

人及び保護者と相談しながら進めてまいります。 

Ｑ 部活動への参加を希望することはできるのですか。 

Ａ 原則として、御園中学校の部活動に参加することができます。 

【問い合わせ先】 

大田区教育委員会指導課 

       電話 03－5744－1435 

大田区蒲田５－37－1  

ニッセイアロマスクエア５階 

みらい学園中等部 

住所 大田区池上三丁目 27番６号  

※ 旧池上図書館の建物です。 

東急池上線 池上駅より 徒歩４分 

東急バス（森 07 池上駅前ゆき） 

 池上文化センターバス停より 徒歩１分 

令和７年度入学に向けた入室説明会について 

実施日時 令和７年９月 10日（水）午後４時 

会場   みらい学園中等部 
お願い 

当日御参加いただけない場合は、大田区教育委員

会指導課（03－5744－1435）まで御連絡願います。 

みらい学園中等部 


